
 
 

(独)雇用・能力開発機構発表 

平成２１年６月１９日 

 

雇用促進住宅の売却に係る勧誘についての注意喚起(6 月 19 日付) 

 

最近、（独）雇用・能力開発機構が所有する雇用促進住宅の売却に関し、 

平成２１年５月１５日付けでお知らせしました事例に加え、新たに下記の事

例のような勧誘が行われているという情報が寄せられましので、このような

勧誘には十分ご注意いただくとともに、（独）雇用・能力開発機構に問い合

わせをいただくようお願いします。 

  なお、（独）雇用・能力開発機構は、このような勧誘には一切関与してお

りません。 

 

記 

 

  １ 売却されていないにも関わらず、すでにいくつかの雇用促進住宅が売却

されたと偽り、住宅を購入するため早めにコンサルティング契約（コンサ

ルタント手数料１０％）を結ぶよう話しを持ちかけている事例 

 

  ２ 地方公共団体の推薦が受けられる民間法人は医療法人及び社会福祉法 

人に限られていると虚偽の話をした上で、当該地方公共団体の推薦をコン

サルティング会社が代わりに取得すると話しを持ちかけている事例 

 

（注）雇用促進住宅の譲渡については、地方公共団体への譲渡に加え、地

方公共団体が特に推薦する法人（以下「推薦法人」という。）に対して

も、譲渡ができることとなっております。その場合、地方公共団体か

らは当該地方公共団体の政策目的を実施するものとしての法人への推

薦に加え、推薦法人に対して１０年間住宅等公的な用途に利用するこ

とを監督・指導するなど、推薦法人に対する責任の一端を担っていた

だくことが条件となります。 

   このような条件をクリアした上で、推薦法人が地方公共団体に準ず

る法人として譲渡を行うことが適切か否かを（独）雇用・能力開発機

構で審査いたします。 

 



 
 

＜参考＞  

民間への売却については、一般競争入札により実施することとして

おります。なお、入札実施にあたっては、事前に、売却に関する入居

者説明会を行い、理解が得られた場合に一般競争入札を行うこととし

ております。 

  

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

（独）雇用・能力開発機構住宅譲渡部 

  電  話   045(683)5322,5315 


